
ま ほ ろ ば 秦 野 通 信 

令和３年２月１日 

タイトル 
コロナ禍でも市民の生活を支える交通事業者を支援 

秦野市地域公共交通運行継続等支援金を交付 

Ｗｈｅｎ 

（いつ） 

交付決定日：１月１５日（金曜日） 

支援金交付日：１月２８日（木曜日） 

Ｗｈｏ 

（だれが） 

①秦野市・中井町・二宮町・大磯町広域公共交通連絡会 

バス事業者に支援金を交付 

②秦野市 

コミュニティタクシー事業者、タクシー事業者、個人タクシー事

業者にそれぞれ支援金を交付 

Ｗｈａｔ 

（なにを） 

Ｈｏｗ 

（どのように） 

Ｗｈｙ 

（なぜ） 

交通事業者は、市民のなくてはならない生活の足として、生活を支

えています。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で、利用者数

が大幅に減少し、収益の確保などが厳しい状況です。そのような中で

も最前線で活躍する市内各交通事業者を支援するため、支援金を交

付することとしました。交付に当たっては、市内各交通事業者が提出

した交付申請書に基づき、書類を審査し決定しました。 

 なお、交通事業者のうち、広域的に運行を実施しているバス事業者

への支援については、１市３町で構成される「秦野市・中井町・二宮

町・大磯町広域公共交通連絡会」として、連携して支援を行います。 

 また、コミュニティタクシー、タクシー、個人タクシーへの支援に

ついては、秦野市独自の支援となります。 

Ｈｏｗｍｕｃｈ 

（予算） 

【交付決定金額】 

財源：内閣府第２次補正 地方創生臨時交付金を活用 

〇バス事業者 

１００，０００円×１７４台＝１７，４００，０００円 

 （うち秦野市分：１２，３５４，０００円） 

〇コミュニティタクシー事業者 

 １００，０００円×５台＝５００，０００円 

〇タクシー事業者（３社） 

 ５０，０００円×９８台＝４，９００，０００円 

〇個人タクシー事業者（９者） 

 ５０，０００円×９者＝４５０，０００円 

 合計（秦野市分）：１８，２０４，０００円 

今後の取り組み 
 今後も社会情勢を踏まえながら、可能な支援策を検討していきま

す。 



ま ほ ろ ば 秦 野 通 信 

過去の実績 

５月２８日  市内小田急線４駅、路線バス、コミュニティタクシ

ー、 

タクシー、個人タクシーの各事業者へマスクの現物支給 

 １０月２８日 地域公共交通運行継続等支援決定報告式を実施 

１１月    支援金交付申請開始 

１２月    申請書書類審査 

問い合わせ 
 交通住宅課 公共交通担当 担当：山岸 

電話：０４６３（８２）９６４４ 

 


